
568 日建設計シビル 高橋正氏 

 568-1 

第 2次淀川流域委員会の発足に当たって 
                     日建設計シビル      高橋  正 
1.はじめに 

 先年、第 1 次淀川流域委員会の「提言」について、私の考えるところを取りまとめ、意

見として、提出させていただきました。今回、河川管理者が取りまとめた「淀川水系河川

整備計画基礎原案」に対する第 1 次流域委員会の意見書を通読し、流域委員会が取りまと

められた「提言」を読んだ時と同様に違和感を強く感じています。前回の「提言」に対す

る私の意見は 

 ①過去から学ぶ謙虚さ 

 ②多様な価値観を許容する寛容さ 

③健全な常識に基づく判断 

 ④未来志向、21世紀の理念を求める姿勢 
⑤定量的に考える必要性  

このような姿勢が数多くの委員を構成員としながらも、流域委員会には欠けていること、

さらに、提言全体に一貫して基調として存在している「感覚的・情緒的な天然至上主義」

で河川管理を考えることの危険性を指摘したつもりです。 
 
 4年間の流域委員会の活動は、委員の皆様や国土交通省を初めとする関係者には大変な御
苦労と負担であったかと思います。この努力は、向こう 20 年から 30 年にわたって「琵琶
湖・淀川と地域住民との関係が豊かで実りあるものとなる」ことに反映させる必要があり

ます。しかしながら、私が入手した資料を通読する限りでは、私には第 1 次流域委員会の
各種の提言やその中で示された考え方によってのみでは、琵琶湖・淀川と地域住民との関

係が豊かで実りあるものとなるとは思えません。 
 
 今回は、第 2 次流域委員会が発足するに当たって、第１次委員会の議論全般に対する意
見ではなく、2つの意見書に対して意見を申し述べたいと考えます。 
 
2.琵琶湖の水位について 
 委員会の意見では、琵琶湖の水位管理について「瀬田川洗堰の操作規則をまず見直して、

琵琶湖本来の水位変動に戻すこと」を主張されています。 
 
Ａ.水位変動と漁獲量の関係 
 その根拠として、コアユおよびコアユ以外の魚類漁獲量推移から平成 4 年操作規則変更
から漁獲量が激減したことが上げられています。漁獲量統計値の不確実性、信頼性はさて

おき、漁獲量の変動については、素人の私ですら、関連する要因として、・魚類の資源現存

量・再生産能力・漁獲努力さらにはオオクチバス等による捕食圧力等、様々な要因を挙げ
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ることができます。この推移図からは 
 ①1980年までは、漁獲努力（漁船の動力化等）の拡大とともに漁獲量は増大してきた 
 ②1980年代以降、資源再生産能力を超える漁獲が行われるようになってきた 
 ③このため、漁獲量は減少し、1990年代前半には 1000ｔを下回る漁獲量となった 
 ④その後、95年から近年にかけ、資源量（外来種を含めた）は増大傾向に転じたと推測
されるが、種構成の変化が大きな問題となっている 

 ⑤種構成、魚種別の現存量の変化について、図中にも示されている外来魚の現存量の増

大が、在来種の存続をも脅かす可能性があること。（各種養殖事業において、養殖魚漁

獲量 1ｋｇあたりの給餌量は一般的に 5～7ｋｇ程度とされ、これから類推すると、そ
の捕食圧は無視できないと考えます）。 

 ⑥コアユ漁獲量については、経年的には大きな変動を示すが、1年魚であることや人工河
川における種苗生産の効果もあり資源減少の傾向はない 

 程度が示唆される程度であり、数多くの要因によって決定される漁獲量が、琵琶湖の水

位操作、とりわけ、新たな操作規則変更による水位操作によって一意的に支配されている

との解釈は 
 ①産卵障害の結果が、漁獲量へ反映するのに必要な時間遅れ：フナが産卵し、成魚とな

るに必要な年数は３～5年？と見るならば、漁獲量推移図から水位操作のみを漁獲量減
少の原因と判断できません。 

 ②95年以降の漁獲量の増大傾向を説明することが出来ません。 
を考慮すると、自然現象の解釈としては、あまりに単純で同意できるものではありません。  

 

   「流域委員会資料」より 
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 また、琵琶湖における魚類という高次生産者の現存量を規定する１次生産、2次生産につ
いては、（近年、富栄養化レベルが低くなったとは判断できませんから）琵琶湖において大

きく変化しているとは考えられません。すなわち、琵琶湖の水産資源量を保持するポテン

シャルである生産レベルは変化しておらず、相応の魚類資源現存量を保持することは可能

と判断されます。 
このように考えると、琵琶湖の生態系の保全とそれを基礎とする水産業の持続的な展開の

ためには 
 ①琵琶湖内の各種生物の現存量と再生産能力を正確に把握した上で、持続可能性を確保

できる漁獲量を各魚種別に定めるなど、資源管管理型の漁業についての研究と早急な

琵琶湖における展開・実施こそが求められている 
 ②琵琶湖の温水性魚類の保全、生態系再生に係わる要因には数多くのものがある。これ

らが、琵琶湖水位の自然的変動に一意的に依存し、出水後の急激な水位低下が無ければ、

琵琶湖の自然が再生する、あるいは環境回復が行われるといった議論に組することは出来

ません。（出水後の水位上昇時に産卵された卵が水位低下によって干しあがり、資源再生産

が困難となることが、琵琶湖における魚類資源量を決定的に支配するとは、私には考えら

れません。魚類の産卵数は、とてつもなく数多くの大きなリスクを克服できるように数万

のオ－ダ－を持つものと理解しています、） 
 ③私は、資源管理型の水産業を琵琶湖へ導入することが、琵琶湖水産業の不可逆的、壊

滅的状況を避ける唯一の方策と考えています。当然ながら同時に外来種対策や、人工

的な水位変動にも対応できる産卵床の整備等、総合的な対策を推進する必要がありま

す。これらが、豊かな生態系の保全にも寄与することとなります。 
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  （地球の大半を占める海洋においてすら、過剰漁獲による資源量の減少が指摘されて

います、閉鎖性水域である琵琶湖では、持続的資源維持のためには再生産を可能とす

る範囲での漁獲量に抑制することは、必要不可欠と考えます。） 
  
Ｂ琵琶湖の自然水位変動 
 
 流域委員会では、琵琶湖の水位操作について、出来るだけ自然のリズムに近い操作が望

ましいとし、その理由として以下の 3点が挙げられています。 
 ①数十万年に渡る自然条件のもとで琵琶湖生態系は成立してきた。琵琶湖水位の人為操

作がこれを破壊しており、元の自然のリズムで琵琶湖の生物多様性、自然環境の回復

が図れること。 
 ②洪水期制限水位を引き上げることは、琵琶湖沿岸域での洪水リスクを大きくするが、

人命にかかわる被害の可能性は低く、経済的補償で対応可能である。 
 ③洪水期制限水位をＢＳＬ±0ｃｍとすることによって、長期的渇水による水位低下を抑
制できる。 

 
 第 1 点めについては、すでに述べたように琵琶湖水位の人為的操作が琵琶湖の自然環境
を破壊し、生物多様性を損なっているとの見解はあまりに単純であり、このような琵琶湖

の水位が自然状態となれば、すべての問題が解決するかのような見解は、総合的な琵琶湖

の生態系保全への取り組みを阻害するものと考えます。（科学的知見に基づく琵琶湖生態系

保全への取り組みが、河川管理者の責務かどうかは、また別の問題として議論されるべき

ことでしょうが） 
 また、自然のリズムに近い水位変動が、水陸移行帯の多面的機能の再生につながるもの

と期待されていますが、多面的機能の再生の内実が、迎洪水期における制限水位の引き上

げと、それに伴う洪水期のおける湖辺の水田浸水、それに代替する「おかずとり漁業」の

復活であり、これが、地域住民と琵琶湖との豊かな関係というなら、これまた、全く同意

できません。 
 琵琶湖と人間との関係は時代とともにその望ましい形を変えます。農業生産を基幹とし

て成立している社会と、高度に工業化、情報化した社会では、その望ましい形は自ら異な

るはずです。その 21世紀におけるあり方を示すのが「流域委員会」の役割であるはずです。
この様な、情緒的、懐古的な理念で 21世紀を考えることが正しいこととは思えません。 
 
 2点目の琵琶湖湖辺の浸水被害について、洪水期制限水位をＢＳＬ±0とすることによっ
て、琵琶湖沿岸域での浸水リスクは増大するが、琵琶湖沿岸域での被害は人命にかかわる

被害の可能性は低く、経済的補償で対応するとの考えについて、琵琶湖沿岸域治水と淀川

下流治水の間に利害の衝突があることを明示し、その利害を比較考量する立場は、説明責
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任の観点から望ましいことと考えますが、上下流の利害の調整を下流における人口、資産

の集積、氾濫形態等を優先配慮することによって、先験的に下流優先とすることは、上下

流の治水努力に対する公平性の確保の観点からは問題と思えます。琵琶湖沿岸域において

も土地利用を高度化したいとの要望は当然認められるべきで、一方的に、上流域の住民が

受忍を強いられることは問題と考えます。治水を巡る利害調整について、公平性を確保す

ることが重要であり、当事者を含めた真摯な議論が必要と思います。 
  

3点目の琵琶湖の長期水位低下を避けるため、洪水期制限水位をＢＳＬ±0とすることに
ついて、流域員会の意見書では長期的水位低下によって水陸移行帯としての湖岸域の構造

と機能が失われる恐れがあるとし、その要因として以下の 7つの要因を挙げられています。 
①長期的水位低下は琵琶湖の湖盆形態を変化させると予測される。 
②長期的水位低下は湖棚底質を泥質化させる恐れが高い。 
③水位変動による乾湿サイクルによって保持されてきた水質浄化作用が長期的水位低下

で消失する恐れがある。 
④湖岸域の砂浜の湿潤環境の消失によって水質浄化機能が失われ、富栄養化が進行する

恐れがある。 
⑤長期的水位低下によって水生植物が減少、浄化作用が著しく低下する恐れがある、南

湖では沈水植物面積の増大が観測されている 
⑥内湖の機能が低下する 
⑦水質浄化機能の劣化によって様々な問題が生起する可能性がある 
 これらの各要因について、私には議論を展開できる知見も見識もありませんが、すべて

の意見の末尾は、「恐れがある」、「可能性が高い」、「予測される」とあり、委員会としても

絶対の自信の御主張とも思えません。 
 各項目について、簡単に思いつくことを以下にコメントいたします。 
 
 ①湖盆形状の管理は大きな課題でしょうが、この観点からは、琵琶湖南湖では砂利の採

取による直接的な形状変化のほうが大きく、今後、検討すべき課題と思われます。 
 ②底質の細粒成分は水深が深い部分に移動すると考えられます、ご指摘とは逆に水位低

下によって水深の浅い湖棚底質の泥質化は抑制されませんか？ 
 ③と④は使い分けが恣意的と思われます。水位低下は永久に続く事は無く、水陸移行帯、

砂浜いずれでも乾湿サイクルによって、有機物の分解が進行し、土壌によるリンの吸

着力回復が期待されることになると思います。 
 ⑤水位低下によって、水生植物は種によって増殖するもの、減少するものとがあると思

われます、その群集構造の変化によって、自浄作用も変化することと思われます。 
  ところで、南湖では長期的水位低下の伴う沈水植物面積が増大し、浄化作用の増大が

期待できるのでしょうか？ 
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 ⑥内湖の果たす機能については、その多様な機能を維持するために琵琶湖と内湖との連

続性をどのような形で保持することが必要かを明らかとし、しかるべき対応を行うべ

きと思います。 
 ⑦について、特にコメントはありませんが、流域委員会として、将来的な水環境を巡る

外的条件の変化、すなわち、降雨、降雪、気温等の変化をどう考えておられるか？が

不明です、ここでは近年の少雨化傾向を前提とされ議論を展開されています。 
一方、利水面、治水面ではどのような想定のもとで議論されているのかよく判りませ

ん。 
  
降雨量が少なく、琵琶湖の水位が低下した事例は、近年では平成 6 年が私の記憶には新
しいものですが、渇水を度々経験したにもかかわらず、委員会の意見書に示されたような

現象が琵琶湖内部で生起し、水環境が回復不可能なほど著しく悪化したとは思えません。 
 
 
Ｃ琵琶湖の治水と琵琶湖水位について 
 
 琵琶湖の特徴は 120 本の流入河川に対して、流出河川は瀬田川ひとつであること、流域
面積はほぼ滋賀県の行政区域と一致し、湖面積の 6倍であることなどがあります。 
 このような特性から、琵琶湖流域で 100ｍｍの降雨があった場合、約 30ｃｍの湖面水位
上昇があるとされている。また、水位上昇に要する時間は半日から 1 日で、時間遅れは殆
どないとされている。 
明治 29年（1896年）の 9月には 3日から 12日の 10日間に 1、008ｍｍの降雨があり、

7 日には 597ｍｍの降雨があつた、このため、琵琶湖の水位はＢＳＬ+3.76ｍまで上昇し、
浸水区域 16000ｈａ、浸水期間は 237 日の長期に渡った。（このことは、前述の流域内に
100ｍｍ降雨があれば、30ｃｍの水位上昇があるとの関係の妥当性を示しています）。 

 
一方、瀬田川からの疎通能力から放流に伴う水位低下速度を計算すると、水位によって

放流量は変化しますが、単純化すると以下の通りです 
疎通能力：50ｍ3/ｓの場合（瀬田川浚渫以前）          6ｍｍ/日 
疎通能力：800ｍ3/ｓの場合（琵琶湖総合開発後の放流能力）  約 10ｃｍ/日 
すなわち、琵琶湖流域で過去最大と同程度の降雨があった場合、時間遅れも無く琵琶湖

水位は 3ｍ～4ｍ上昇すること、降雨開始から琵琶湖水位を低下させる全開放流を行っても、
水位低下速度は最大１０ｃｍ/日程度であること、等を考慮すると琵琶湖沿岸域の治水のた
めには、迎洪水期の制限水位の設定が決定的に重要であることが判ります。 
また、浸水期間の短縮のためには、瀬田川の放流能力が重要であることは疎通能力別の

水位低下速度から容易に理解されます。これが、瀬田川疎通能力の拡大が琵琶湖沿岸住民
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の永年に渡る悲願であった由縁でもあります。 
 
・琵琶湖沿岸域の浸水被害抑制のためには迎洪水位の設定が決定的に重要であり、 
・瀬田川疎通能力拡大は浸水期間の短縮の観点から重要である。 
 
 琵琶湖沿岸域の浸水被害を防御する観点からは、洪水期制限水位を引き上げは直接的に

被害の拡大を招くものとなります。 
 
 
Ｄ.琵琶湖水位に関するまとめ 
 
 ①琵琶湖沿岸域の治水のためには、迎洪水期における制限水位の設定が決定的に重要で

あること。 
 ②また、浸水期間の短縮化の点からは、瀬田川疎通能力の拡大が重要であること 
 ③洪水期における琵琶湖水位を高めに設定することは、琵琶湖沿岸域の治水安全度を低

下させるのみならず、治水を巡る上下流の利害衝突を拡大するものであること。 
 ④上下流治水安全度をめぐる利害調整のあり方について、公平性を確保することが重要

であり、当事者を含めた真摯な議論が必要であること。 
 ⑤数々の要因によって決定される漁獲量が、琵琶湖の水位操作、とりわけ、新たな操作

規則変更による水位操作によって一意的に支配されており、出水後の急激な水位低下

が無ければ、琵琶湖の自然が再生する、あるいは環境回復が行われるといった議論に

妥当性を認めることは出来ないこと。 
⑥琵琶湖内の魚類資源保全のためには、各種生物の現存量と再生産能力を正確に把握し

た上で、持続可能性を確保できる漁獲量を各魚種別に定めるなど、資源管管理型の漁

業についての研究と早急な琵琶湖における展開・実施こそが求められていること。 
 ⑦温水性魚類資源の保全のためには、そのほかにも、外来種対策、水位変動にも対応可

能な産卵床整備を推進し、コアユ資源保全と同様の効果をあげるべく努力する必要が

あると考えられること。 
  
  
3.ダム建設について 
Ａ.建設の是非 
 ダム建設について、流域委員会の意見書では 
「しかしダムが治水効果を発揮するのは、貯水容量が大きくかつ洪水防御の対象地点に近

い上流に位置する場合であって、計画規模を超える洪水に対しては効果が低下・消失する

うえ、ダムの集水域以外の残流域における降雨による洪水に対しては効果がないため、ダ



568 日建設計シビル 高橋正氏 

 568-8 

ムができれば「万全」というわけでないことも確かである」 
 この意見はダムの機能を低く評価したいとの願望を表現したものに過ぎません。そもそ

も、 
 ①ダムであれ、なんであれ、社会基盤施設を計画する上で、自然条件、社会条件を考慮

して、適切と思われる計画期間、計画規模を社会的に合意できる範囲で設定すること

は、計画論として妥当性をもつことは自明と考えます 
 ②すなわち、１万年に 1 回や千年に一回の大きな降雨規模で、ダムや堤防を計画するこ
とは、その規模がいたずらに大きくなり、社会的合意形成が困難であり、経済的な負

担も大きいため現実的ではありません。このため、100 年あるいは 200 年に一回程度
起こるであろう降雨規模で施設規模を検討することは極めて妥当な計画行為と考えま

す。 
 ③これに対して「計画規模を超える洪水に対しては効果が低下・消失する」との批判は 
  明らかに不当な批判です。 
 
「ダムの集水域以外の残流域における降雨による洪水に対しては効果がないため」と言う

批判についても妥当性は全く認められないと考えます。治水の効果は水系全体で議論すべ

き問題と考えます。治水事業の大きな柱である堤防整備について、下流から整備を進める

ことが基本とされています、これは、上流の疎通能力が下流を上回ると下流において被害

が発生する恐れがあるためです。この制約が狭窄部の開削を困難としたり、上流域におけ

る堤防整備の自由度を奪っています。 
ダムによって下流の洪水流量を低減させることによって（言い換えれば、下流の余裕疎

通能力を拡大させることによって）、ダムの集水域以外の残流域における洪水対策の自由度

を向上させることが出来ます。すなわち、下流堤防整備優先の度合いを低減させ、治水事

業の自由度が大きく拡大することとなります。水系全体で考えるならば、ダムの効果は流

域全体に及ぶと考えるべきです。 
 
 さて、ダムの治水効果について「流域委員会」では各ダムの基準地点より上流の流域面

積に対して、ダム貯水池流域面積の割合、と治水容量の大小で治水効果を論じられておら

れます。（流域員会の議論で数値が取り扱われている殆ど唯一の箇所？）その結果、丹生ダ

ムと大戸川ダムについては治水効果ありとされ（流域面積比はそれぞれ 45％、87％）、川上
ダム、余野川ダムについて、治水効果は限定的（流域面積比はそれぞれ 11％、10％）とさ
れています。これらの数値の評価基準はよく理解できません。感覚的な大小がそのまま治

水効果の大小として論じられています。 
 淀川水系工事実施基本計画によると、200年に 1回の確率で起こる大雨で、枚方地点の基
本高水流量は毎秒 17000ｍ3であり、上流ダム群と琵琶湖で毎秒 5000ｍ3を調節し、堤防で

毎秒 12000ｍ3に対処する計画となっています。 
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 上流ダム群（9 ダム、1 調整池、琵琶湖）で約 30％の流量を調節していることとなりま
す。私は、この数値は高く評価されてしかるべきと考えます。そもそも、ダムの建設適地

はそんなに多くは無く、数多くの努力を積み重ねることによってのみ治水効果を期待する

ことが出来ると考えます。 
 
Ｂ.堤防の強化方策について 
 さて、委員会では、これからの治水に対して、ダム以外の方法によること基本とし、「い

かなる大洪水に対しても壊滅的な被害を回避・軽減することを目標とすべき」であり、「「土

堤原則」を脱却し、混成堤防による越水対策を検討・実用化する必要がある」としていま

す。（そもそも、蛇足ではありますが、ダムは環境を壊滅的に破壊し、堤防は環境を破壊し

ないかのごとき前提に立った議論が問題と思います。河道に沿って線的に建設される堤防

は、市民生活の場に近く、景観を初めとして大きな環境改変を引き起こしていると思いま

す。ダム、堤防ともこのような環境破壊を補って余りある我々の安全の確保という効果を

持っています） 
 
 都市内河川については、堤防は土地の制約からコンクリ－ト護岸や鋼矢板護岸が用いら

れています。与えられた条件の下、ご指摘のように「土提原則」に拘らず、最適な堤防形

状、構造形式が採用されれば良いと思います。 
 一方、堤防は線的構造物であり、洪水のエネルギ－は線構造の中で一番の弱点に集中し

ますから、その効果を発揮させるためには、全区間、あるいは相応の効果を期待できる区

間全域での整備が必要です。このため、その整備には大きな費用と長期間を必要とするこ

とは明らかです。 
流域委員会では、越水による壊滅的被害を回避するとの考えに立脚されていますが、現

在の堤防は越水に至るまでに・浸食・浸透によって破提に至る強度しか持っていない堤防

区間が多く存在します。 
 国土交通省ホ－ムペ－ジに、平成 8 年から堤防の概略検討、詳細検討を実施した結果が
掲載されています。その結果によると、淀川については 303ｋｍの内、詳細検討が完了した
区間は約 1割の 33ｋｍに過ぎず、その内、10ｋｍで浸透破壊に対する安全度が不足してい
る結果となっています。すなわち、越水に至るまでに堤防が破提してしまう可能性のある

堤防区間が最低でも 10ｋｍはあることになります。 
一方、混成堤防については、前回にも指摘させていただきましたが、・構造上解決すべき

問題・環境上解決すべき問題があります。 
  ・材質、強度の異なる材質で一体構造を作ることは、極めて難しいことです。これは

外力に対して、それぞれの材料の変位、応答、強度が異なるためです、異なった材

質の一体化で成功している構造体は、引っ張りに強い鉄筋と圧縮に強いコンクリ－

トの複合体である鉄筋コンクリ－トぐらいではないでしょうか 
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  ・地震時の応答等も異なりますので、地震時の応答の差異、強度も問題となりましょ

う。昨年のように年に 10回も台風が上陸することを考えると、台風と地震が同時に
生気する可能性も視野に入れておく必要があると思います。 

  ・環境面では、堤防内に鉄菅杭やソイルセメント連続壁を設置することは、地下水の

移動阻害など、今後、解決すべき課題も多い。河川の持つ大きな機能の一つに周辺

地域への地下水供給機能があります。この機能を阻害する程度についての検証は必

要不可欠と思います。 
 
以上、堤防整備の現況やその破提要因、混成堤防の問題点、整備に要する期間と費用等

を考慮すると、越水以前に浸透や浸食によって破提する可能性のある堤防区間について、

その弱点を補強する改修を優先的に進める必要があると考えます。 
 混成堤防については、その強度、地下水を含めた環境への影響、さらには、建設費と予

算など、今後、調査研究を進め、防災上重要な区間について建設を検討していくことが必

要と思います。 
 
Ｃ.丹生ダムについて 
 琵琶湖流域に建設が計画されている丹生ダムについて 
  ①融雪水をダムに貯留することによる深層水の低酸素化の促進 
  ②ダムで富栄養化した水を流すことによる水質への影響 
  ③微細砂の運搬による湖底の泥質化 
 これらの影響によって「琵琶湖の生態系に対して重大で回復不可能な影響を及ぼす恐れ

がある」としている。また、既存ダムが琵琶湖に及ぼした影響についても不明であり、こ

れらの懸念を払拭することは到底できない」と述べられている。 
 融雪水が春先に流入することによって琵琶湖北湖の

深層へ溶存酸素が供給されており、それが、北湖の深層

部の溶存酸素濃度維持に寄与している。との見解が①の 
議論の根拠となっている。 
 琵琶湖深層水の年最低溶存酸素濃度の経年変化を見

ると 
①経年的には、減少傾向にあることは明らかで、下水

道整備による有機物および栄養塩の流入負荷削減効果

による有機汚濁の抑制は十分に現れていない。 
②琵琶湖の滞留時間の大きさから、底層におけるこの溶   

図 琵琶湖の深層水における年最低 存酸素の濃度低下の進行は、慣性力を持った形で進 
  溶存酸素濃度経年変化     行していると思われる。 
（びわ湖の水循環）琵琶湖研究所 ③また、積雪水量と北湖深層水の年最低溶存酸素濃度 
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の関係図をみると、流域委員会が指摘している融雪

水量と北湖の底層水の溶存酸素濃度との関連性は明瞭と思われる。 
④一方、経年変化図と近年の気象状況から判断すると、 
 ・最低溶存酸素濃度が経年的に減少傾向にあり、近年に積雪量が減少傾向にあれば、 
 ・融雪水量と北湖底層部溶存酸素濃度の関係は図に示される形と同様の物となります。 
 ・図中に各デ－タの年次が表示されていないので、この点は検証できません、是非とも

委員会でご検討をお願いしたいと考えています。 
  
 琵琶湖における酸素の収支（湖面、河川流入量、内部における酸素消費量）の定量的把

握の上で議論が展開されることを望みます。 
  
 ここで、私の指摘したいことは、北湖の底層溶存酸素濃度の低下を本質的に支配してい

る原因は琵琶湖における有機汚濁の進行であり、下水道整備、高度処理に加えて、非点源

汚濁対策へとさらに発展させた総合的施策の展開が必要とされていることであります。 
（その時には、融雪水に含まれる有機物対策も検討課題とする必要があると思います） 
 
 

                  
  図 積雪水量と北湖深層の年最低溶存酸素濃度   写真 姉川の融雪洪水 
          （いずれも「びわ湖の水循環」：琵琶湖研究所） 
 
また、丹生ダムの建設によって富栄養化した水が琵琶湖へと流入するとの指摘について

は、内湖は、琵琶湖周辺に存在するダムと同様に、水質的には栄養塩貯留と有機物内部生

産水域の役割を担っていると考えられます。この観点からは、内湖が生態的機能を担って

いるとしても水質的な機能は同様と考えるべきです。 
 さらに、ダムの建設によって微細砂の運搬による湖底の泥質化が進行するとの指摘は、

ダムによる濁水長期化問題を念頭においてのことと思われますが、発生源は流域内であり、
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琵琶湖における収支を考えると、流入の時間配分の差に過ぎず、ダムからの選択放流等に

よって対応することは十分に可能と考えます。 
 
 
 
4.おわりに 
 この 4 年間の流域委員会活動の足跡をほんの一部しか知ることの出来ない立場ではあり
ますが、この間の推移、議論および提言の内容を読むと、何かしら、徒労感を感じてしま

います。個人の持つ世界観、価値観はなかなか変化はせず、委員会の結論は委員の人選が

終わった段階でその外形が概成してしまうなら・・・・・ 
 
 21 世紀は間違いなく情報化社会であり、「21 世紀にあって、組織の運営・生産性向上を
阻害する大きな要因は、自己の持つ知識のみが役に立っていると考える「知的傲慢さ」に

ある」（たしか、ドラッカ－の言葉）との指摘があります。人はややもすると自分の専門分

野を偏愛します。前回の意見書でもこの点を指摘させていただきました。 
 再度、意見を述べさせていただきます。河川管理の目的とする、治水、利水、環境とい

う相異なる目的をバランスを取りながら達成して行くためには、場面（洪水時、渇水時、

平常時）毎に、利害関係者（上流、下流、右岸、左岸、利水者、世代間）の利害の最適化

を図る必要があります。その判断の基礎・基盤は「健全な常識」に置かなければなりませ

ん。 
 また、自然現象を把える場合にあっても感覚的・情緒的な判断が優先し、情緒的な雰囲

気に流された議論を展開することしか出来ないのが日本人である。としたら、意識的に現

実を確り見据え、個々の課題について具体的に、突き詰めて考えていく以外に道はありま

せん。 
 
 第 2次流域委員会が、向こう 20年から 30年にわたって「琵琶湖・淀川と地域住民との
関係が豊かで実りあるものとなる」ことが出来る成果をあげられることを、心から祈念し

ます。そのためには 
 
 ①降雨などの外的条件に見通しについて、温暖化を含め何通りかのシナリオを設定し、 
  将来的な対応をそのシナリオ毎に検討しておく必要があると思います。私には、気象

条件の変動が激しくなっていくことは必至と思えます。環境を考える時には少雨化傾

向を謳い、利水を考える時には少雨化傾向は考えない恣意性は克服されるべきです。 
 
 ②琵琶湖・淀川のビジジョンを示すこと、治水安全度が 200 年に一度の洪水に対応、利
水安全度は 10年に一度の渇水に対応、環境については、空間利用と水環境保全と区分
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し、河川の将来像が示され、これに基づいて河川行政が展開されて来ました。 
   それに代わるものが委員会によって示されているとは思えません。図、表、数値を

用いて、琵琶湖・淀川の将来像を示すことによって、多くの関係者が、その姿を容易

に理解できることが望まれます。流域委員会の提言、意見書は殆どが文章のみで構成

されています。文章のみで意図、意志、情報を伝えるのは、数十年まえのお役所仕事

と思います。揚げ足を取られないように推敲すればするほど、スコラ哲学の様相を呈

すこととなりませんか。 
 
 ③前回の意見書でも述べさせていただきましたが、河川管理は、治水、環境、利水とい

う相異なった目的があります。時代による要請、価値観の変化によって、それぞれの

目標の持つ比重や重点が変わります。この目的間の調整に当たっての 21世紀における
哲学を提示していただきたい。治水→利水→環境と総合化、多様化してきた河川管理

の行く先は、今後とも変化していくと考えられ、向う 20～30年程度における哲学を考
えることも非常に困難な課題とは思いますが・・・ 

 
 ④すでに何度も述べたことですが、健全な常識に基づく定量的な検討をお願いします。

これが、情緒的な雰囲気に支配された議論の不毛さを克服する唯一の方策と考えます。 
 
                                     以上。 


